
 

○岐阜市老人福祉法施行細則 

昭和60年４月１日 

規則第10号 

（総則） 

第１条 老人福祉法（昭和38年法律第133号。以下「法」という。）の施行については、法、

老人福祉法施行令（昭和38年政令第247号）及び老人福祉法施行規則（昭和38年厚生省令

第28号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

（備付書類） 

第２条 市長は、法第10条の４第１項若しくは第２項又は法第11条第１項の規定により措置

した者（以下「被措置者」という。）について措置台帳兼ケース番号登載簿（様式第１号）

を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。 

２ 市長は、次に掲げる書類を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。 

(1) 面接（通告）記録票（様式第２号） 

(2) 措置費支給台帳（様式第２号の２） 

(3) 養護受託申出書受理簿（様式第３号） 

(4) 養護受託者登録簿（様式第４号） 

(5) 養護受託者台帳（様式第５号） 

（決定通知書） 

第３条 市長は、法第11条第１項第１号、第２号又は第３号の措置（以下「措置」という。）

を開始し、又は変更（入所を委託した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。

以下同じ。）したときは措置決定通知書（様式第６号）により、措置を停止し、又は廃止

したときは措置廃止（停止）通知書（様式第６号の２）により、被措置者に対し通知しな

ければならない。 

（養護受託申出書） 

第４条 省令第１条の７の規定による申出は、養護受託申出書（様式第７号）の提出によら

なければならない。 

２ 市長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすること

の適否を審査し、養護受託者とすることを適当と認めた者については、養護受託者登録簿

に登録するとともに養護受託者決定通知書（様式第８号）を、養護受託者とすることを不

適当と認めた者については、養護受託申出却下決定通知書（様式第９号）をそれぞれ当該

申出者に通知しなければならない。 



 

（入所依頼書等） 

第５条 市長は、法第11条第１項の規定によって養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホー

ム（以下「老人ホーム」という。）に老人を入所させる（他の地方公共団体又は社会福祉

法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。）ときは入所依頼書

（様式第10号）を、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書（様式第11号）

をそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し送付しなければならない。 

２ 前項又は第４項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は

養護受託者は、入所させる旨若しくは、受託する旨又はそれをすることができない旨を記

載した入所受諾（不承諾）書（様式第12号）又は養護受諾（不承諾）書（様式第13号）を

それぞれ市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、

当該施設の長又は養護受託者に対し、入所廃止通知書（様式第14号）又は委託廃止通知書

（様式第15号）により通知しなければならない。 

４ 第１項及び前項の規定は、措置の変更又は停止を行ったときに準用する。 

（要措置者の通告） 

第６条 民生委員その他の者は、法第10条の４第１項又は法第11条第１項の措置を要すると

認められる者を発見したときは、市長に通告しなければならない。この場合において、市

長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、

当該他の市町村長にこれを通報しなければならない。 

（葬祭依頼書等） 

第７条 市長は、法第11条第２項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託

するときは、葬祭依頼書（様式第16号）を当該施設の長又は養護受託者に送付しなければ

ならない。 

２ 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨

又はこれをすることができない旨を記載した葬祭受諾（不承諾）書（様式第17号）を市長

に提出しなければならない。 

（保護措置費請求書等） 

第８条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の被措置者の措置に要する費用（以下「保

護措置費」という。）について、その月の５日までに保護措置費請求書（様式第18号）に

より、市長に請求しなければならない。 

２ 市長は、保護措置費請求書を受理した場合は、これを審査し、適正と認めたときは、速



 

やかに保護措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。 

３ 保護措置費の額については、別に定める。 

（保護措置費精算書） 

第９条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の保護措置費について、その月の翌月の

５日までに保護措置費精算書（様式第19号）により、市長に報告しなければならない。 

（費用の徴収） 

第10条 市長は、法第28条第１項の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者（以下「納

入義務者」という。）から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。 

２ 市長は、前項の規定により徴収する費用の額を老人福祉法第11条の規定による措置事務

の実施に係る指針について（平成18年１月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長

通知）により決定する。 

３ 市長は、前項の規定により決定した費用の額（以下「徴収額」という。）を老人ホーム

等措置費徴収額決定通知書（様式第20号）又は老人ホーム等措置費徴収額変更通知書（様

式第20号の２）により、納入義務者に対し通知しなければならない。 

（費用の額の変更） 

第11条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に著しい変動が

生じたときは、徴収額を変更することができる。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定により徴収額を変更する場合について準用

する。 

（被措置者状況変更届） 

第12条 省令第６条の規定による届出は、被措置者状況変更届（様式第21号）によらなけれ

ばならない。 

（老人居宅生活支援事業開始届） 

第13条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届（様式第22号）により

行うものとする。 

（老人居宅生活支援事業変更届） 

第14条 法第14条の２の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届（様式第23号）に

より行うものとする。 

（老人居宅生活支援事業の廃止等届） 

第15条 法第14条の３の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止（休止）届（様式第

24号）により行うものとする。 



 

（老人デイサービスセンター等設置届） 

第16条 法第15条第２項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届（様式第

25号）により行うものとする。 

（老人デイサービスセンター等事業変更届） 

第17条 法第15条の２第１項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等事業変更届

（様式第26号）により行うものとする。 

（老人デイサービスセンター等の廃止等届） 

第18条 法第16条第１項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止（休止）届

（様式第27号）により行うものとする。 

（老人ホーム設置認可申請書） 

第19条 省令第３条第１項の申請書は、老人ホーム設置認可申請書（様式第28号）によらな

ければならない。 

（老人ホーム事業開始届） 

第20条 老人ホームの設置者は、当該施設の事業を開始したときは、老人ホーム事業開始届

（様式第29号）により市長に届け出なければならない。 

（老人ホーム事業変更届） 

第21条 法第15条の２第２項の規定による届出は、老人ホーム事業変更届（様式第30号）に

より行わなければならない。 

（老人ホームの廃止等認可申請書） 

第22条 省令第５条に規定する申請書は、老人ホームの入所定員の減少又は増加の認可に係

る場合にあっては老人ホーム事業変更認可申請書（様式第31号）に、老人ホームの廃止又

は休止の認可に係る場合にあっては老人ホーム廃止（休止）認可申請書（様式第32号）に

よらなければならない。 

（改善命令による措置結果報告書） 

第23条 法第19条第１項の規定により施設の設備又は運営の改善を命ぜられた者は、当該処

分を受けた日から30日以内に改善命令による措置結果報告書（様式第33号）を市長に提出

しなければならない。 

（有料老人ホーム設置届等） 

第24条 法第29条第１項の規定による有料老人ホーム設置の届出は、有料老人ホーム設置届

（様式第34号）によらなければならない。 

２ 法第29条第２項の規定による届出事項の変更又は有料老人ホームの休止若しくは廃止



 

の届出は、有料老人ホーム事業変更（休止・廃止）届（様式第35号）によらなければなら

ない。 

（その他） 

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（岐阜市福祉事務所長委任規則の一部改正） 

２ 岐阜市福祉事務所長委任規則（昭和53年岐阜市規則第40号）の一部を次のように改正す

る。 

第１条第６項の次に次の４号を加える。 

(1) 法第27条に定める遺留金品の処分 

(2) 法第28条に定める費用の徴収 

(3) 法第36条に定める調書の嘱託及び報告の請求 

(4) 老人福祉法施行規則（昭和38年厚生省令第28号）第６条の規定による措置の変更

等の届出の受理 

（柳津町の編入に伴う経過措置） 

３ 柳津町の編入の日前に、柳津町老人福祉法施行細則（平成５年柳津町規則第８号）の規

定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（昭和62年規則第17号） 

この規則は、昭和62年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年規則第７号） 

１ この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の

間、使用することができる。 

附 則（平成３年規則第22号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の岐阜市老人福祉法施行細則の規定は、平成３年１月１日から適

用する。 

３ 改正後の岐阜市老人福祉法施行細則の規定の適用の日からこの規則の施行の日までの

間、この規則による改正前の様式により使用された書類は、この規則による改正後の様式



 

により使用されたものとみなす。 

４ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、こ

の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 

附 則（平成５年規則第17号） 

１ この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、こ

の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 

附 則（平成８年規則第15号） 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年規則第12号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

（岐阜市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正） 

２ 岐阜市福祉事務所設置条例施行規則（昭和48年岐阜市規則第43号）の一部を次のように

改正する。 

別表の３の表５の項中「老人デイサービスセンター等」を「老人福祉施設」に改める。 

附 則（平成12年規則第109号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年規則第62号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年規則第26号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年規則第108号） 

この規則は、平成18年１月１日から施行する。 

附 則（平成18年規則第25号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年規則第67号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市老人福祉法施行細則の規定は、平成17

年４月１日から適用する。 

附 則（平成21年規則第17号） 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 



 

附 則（平成24年規則第19号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年規則第42号） 

（施行期日） 

１ この規則中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成28年４月１日から施行す

る。 

（適用区分） 

２ 第２条の規定による改正後の岐阜市老人福祉法施行細則第８条第３項の規定は、平成28

年度以後の保護措置費の額について適用し、平成27年度までの保護措置費の額については、

なお従前の例による。 

附 則（令和３年規則第39号） 

（施行期日） 

１ この規則中第１条及び第２条の規定は公布の日から、第３条の規定は令和３年４月１日

から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、こ

の規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 


